
１．奈良県地域医療構想（素案）と（案）の構成の比較

奈良県地域医療構想（素案）
（第２回各保健医療圏地域医療構想調整会議資料）

第１章 奈良県地域医療構想とは 第１章 奈良県地域医療構想とは
　Ⅰ 奈良県地域医療構想策定の目的 　Ⅰ 地域医療構想策定の経緯と目的
　Ⅱ 奈良県の地域医療の実情への対応 　Ⅱ 奈良県の地域医療の実情
　Ⅲ 奈良県地域医療構想の目標
　【社会保障制度改革への総合的な取り組み】

第２章 奈良県地域医療構想の基本的方向 第２章 奈良県地域医療構想の基本的視点

　Ⅲ 地域包括ケアシステムと在宅医療の充実 　Ⅱ 地域包括ケアシステムと在宅医療の充実
　Ⅳ 予防医療と健康増進の取組の必要性 　Ⅲ 予防医療と健康増進の取組の必要性

　Ⅳ 医療従事者の働き方改革の必要性
  Ⅴ 社会保障制度改革への総合的な取組

　Ⅰ 構想区域設定の考え方 　Ⅰ 奈良県の保健医療圏の現状と課題
　Ⅱ 医療需要及び供給体制の現状と将来推計 　Ⅱ 構想区域の設定

　Ⅲ 県及び各構想区域の医療需要及び供給体制の現状と将来推計
　Ⅳ 医療の内容に応じた弾力的な医療連携区域等の考え方

　Ⅳ 医療機能の分化と連携のあり方 　Ⅴ 病床機能報告制度とその活用
　【病床機能報告等を用いた急性期機能の評価】 　Ⅵ 将来のあるべき医療提供体制を実現するための施策の展開
　○主要疾病（４疾病３事業及び骨折・肺炎）
　　についての医療提供体制の確保等 第４章 主要疾病（４疾病３事業及び骨折・肺炎）についての医療

      提供体制の確保等

奈良県地域医療構想（素案）からの主な変更点について

奈良県地域医療構想（案）

　Ⅰ 医療需要の質と量に適合した効率的で質の高い医療提供体制
    の構築

　～急性期・回復期・リハビリ・療養・在宅まで一貫した体制を
    どう構築するのか～

第３章 医療需要の質と量に適合した効率的で質の高い医療提供体
      制の構築

～急性期・回復期・リハビリ・療養・在宅まで一貫した体制をど
  う構築するのか～

　Ⅴ 医師看護師等医療従事者の働き方改革の必
　　要性

　Ⅲ 医療の内容に応じた弾力的な医療連携区
　　域等の考え方

　Ⅰ 医療需要の質と量に適合した効率的で質の
　　高い医療提供体制の構築

　Ⅱ 医療・療養・リハビリ・回復・在宅までの
　　一貫した体制の必要性

第３章 将来の医療需要に応じた奈良県医療提
　　　供体制をどう構築するのか

資料２

第3章以降に、基本的視点の各項目を各章ごとに記載
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奈良県地域医療構想（素案）からの主な変更点について

奈良県地域医療構想（案）

資料２

第５章 地域包括ケアシステムと在宅医療の充実
　Ⅰ 地域包括ケアシステムと在宅医療

　Ⅰ 健康長寿まちづくりの展開 　Ⅱ 地域包括ケアシステムを支える在宅医療について
　Ⅲ 地域包括ケアシステムをどう充実させるのか
　Ⅳ 将来のあるべき医療提供体制を実現するための施策の展開

第６章 予防医療と健康増進の取組

　Ⅰ 医療、療養、リハビリ、回復、在宅まで
　　の一貫した医療提供体制をどう構築するのか

　Ⅱ 在宅医療をどう確保するのか 第７章 医療従事者の働き方をどう改革するか
　Ⅲ 予防と健康増進をどう進めるのか
　Ⅳ 医療従事者の働き方をどう改革するのか

第６章 今後の進め方等 第８章 今後の進め方等
　Ⅰ 地域医療構想の推進体制の構築 　Ⅰ 地域医療構想の推進体制の構築
　Ⅱ 医療安全の向上に向けた取組 　Ⅱ 地域医療構想の見直し
　Ⅲ 地域医療構想の見直し 　Ⅲ 県民・患者への医療に向き合う知識の普及

　Ⅳ 医療安全の向上に向けた取組

第４章 地域包括ケアシステムをどう充実させる
　　　のか

第５章 将来のあるべき医療提供体制を実現す
　　　るための施策の展開

　Ⅱ 地域包括ケアシステムを支える在宅医療に
　　ついて
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1 全般 章立て 目次
章立てを基本的視点の内容と整合性を取る形で修
正し、記載内容の各章への配置場所についても見
直し

見やすさ、わかりやすさの工夫
が必要

2 第1章Ⅱ2 医療費等の状況 4～7
市町村別の被保険者１人当たり医療費を国保と後
期高齢者に分けて記載

市町村別の被保険者一人当たり
医療費は国保と後期高齢と別々
に作成するべき

3 第3章Ⅲ3 将来の医療需要 33
必要病床数算定の記載内容に係る解説や現在の病
床数の追加

必要病床数の算定過程記載がよ
くわからない

4 第3章Ⅳ4
主な疾病等の医療連
携区域

38
救急医療の医療連携区域を３次救急医療体制も踏
まえた内容を追加

３次救急医療体制の記載が必要

5 第3章Ⅵ1
病床機能の分化及び
連携体制の推進

44
医科歯科連携による入院患者の口腔健康管理の内
容を追加

地域包括ケアシステム構築に
は、医療と歯科医療、介護サー
ビスの連携を推進することが必
要

6 第4章8
骨折及び肺炎につい
ての検討

85
高齢者の誤嚥性肺炎予防に関する取組内容として
「誤嚥にナラん！体操」の内容を追加

誤嚥性肺炎の予防に関する記載
が必要

7 第5章Ⅳ
将来のあるべき医療
提供体制を実現する
ための施策の展開

103 在宅での介護を支える人材の確保の内容を追加
具体的な介護職の確保について
の記載がない

8 第5章Ⅳ
将来のあるべき医療
提供体制を実現する
ための施策の展開

105
東和保健医療圏域における入退院調整ルールの内
容を追加

中和保健所での連携体制事例を
追記してほしい。

２．奈良県地域医療構想（素案）からの主な変更点、追加内容について

奈良県地域医療構想（案）該当箇所
目次の該当箇所

変更・追加内容 団体等からの意見番号


